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1.  総合治水対策とは 
1.1 総合治水対策の経緯 
・ 総合治水対策は、昭和 52 年に河川審議会から答申され、その目的は、急激な都市化に伴う洪水流出量

の増大等に対して治水上の安全を確保するため、流域の開発計画や土地利用計画等と連携、調整を図

り、河川のみならず流域全体で治水対策を実施することである。 

※ 総合治水対策特定河川事業は昭和 54 年度に創設されて以来、現在 17 河川が指定されている 

・ 東海豪雨後の平成 12 年 12 月には、河川審議会から、従来の河川改修に加え、流域対策を推進してい

く旨の答申があった。 

・ 平成 16 年度の全国各地の豪雨災害を受け、平成 17 年 4 月に総合的な豪雨災害対策の推進に関する提

言がなされた。 

 

 

 

図-1.1 総合治水対策のイメージ（国交省 HP） 

表-1.1  総合治水対策に関連する主な答申 

NO 答申名 概 要 

①

総合的な治水対策の推進

方策についての中間答申 

昭和 52 年 6 月 10 日 

第 33 回河川審議会 

 

主に都市河川を対象に、総合治水対策を実施を推進すること 

○総合治水対策を強力に推進すること 

○総合治水対策の施策として、次の事項を強力に推進するとともに、必要

な制度を確立すること 

・ 保水、遊水機能の確保 

・ 洪水氾濫予想区域等の設定、公示 

・ 緊急整備目標の設定 

・ 水害に安全な土地利用方式、建築方式の設定  ・住民への情報伝

達等 

○関係部局、関係各省及び地方公共団体との協議体制を整備 

②

流域での対応を含む効果

的な治水のあり方 

平成 12 年 12 月 22 日 

河川審議会計画部会中間

答申 

 

流域対策を都市河川だけでなく、全ての河川で検討していくことを基本 

○ これまでの治水対策は、雨水を川に集めて、早く安全に流すことが基本

であった。 

○ しかし、都市化の進展に伴う流出量の増大、近年頻発する集中豪雨によ

る危険性の拡大などにより、通常の河川改修による対応では限界がみら

れる。 

○ 効果的な洪水対策を推進のため従来の河川改修と合わせて、流域におけ

る対策が重要である。 

○ 今後全ての河川で流域対策を検討することを基本とする。 

③

総合的な豪雨災害対策の

推進について（提言） 

平成 17 年 4 月 18 日 

社会資本整備審議会河川

分科会 豪雨災害対策総

合政策委員会 

 

災害安全度の向上と被害を最小化する減災が基本的命題 

○ 近年、局所的な集中豪雨等、計画を越える規模の降雨や流量が発生。破

堤により、人命や財産を失うだけでなく、事後対応も大変である。 

○ 災害弱者の被災、水防体制の弱体化、災害に対する危機意識の低下、地

下空間の浸水など、社会的な状況に伴う災害の特徴がある。 

○ 今後、以下のような対策を推進していく必要がある。 

・ ソフト対策とハード整備が一体となった減災体制の確立 

・ 災害安全度の早期向上のための多様な整備手法の導入、既存施設の

有効活用、管理の高度化・効率化 

・ 地域防災力の再構築への本格的支援 
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表-1.2  総合治水対策特定河川（平成 16 年 2 月現在） 

 

 

「総合治水対策の推進について 昭和55年5月15日 建河計発第34号 建設事務次官」では、

当面の目標として、おおむね 10 ヶ年程度で、時間雨量 50mm 相当（年超過確率 1/5～1/10）と

された。 

 

 

 

 

 

総合的な治水対策の推進方策についての中間答申 

昭和 52 年 6 月 10 日 第 33 回河川審議会   

 

（1）総合治水対策を強力に推進すること 

最近の我が国においては、河川流域の開発、特に都市化が急速に進展し、これに対応する治水施設

の整備が立ち遅れたため、毎年各地で激甚な災害が発生し多くの人命と莫大な財産が失われている。

このような状況に対処するためには、治水施設の整備を促進するとともに、流域開発による洪水流出

量及び土砂流出量を極力抑制し、河川流域の持つべき保水、遊水機能の維持に努めるべきである。ま

た、洪水氾濫のおそれのある区域及び土石流危険区域においては、治水施設の整備状況に対応して水

害に安全な土地利用方式等を設定するとともに、洪水時における警戒避難体制等の拡充を図るほか、

被害者救済制度を確立するなど総合的な治水対策を実施し、水害による被害を最小限にとどめるべき

である。 

（2）総合治水対策の施策として、次の事項を強力に推進するとともに、必要な制度を確立すること。 

①河川流域の持つべき保水、遊水機能を設定し、その機能を確保するための諸施策を策定すること。 

②洪水氾濫予想区域及び土石流危険区域を設定し公示すること。 

③治水設備の整備については、長期的な工事実施基本計画のみならず、必要に応じ当面目標とする緊

急整備目標を設定すること。 

④治水施設の現況並びに緊急整備目標に対応して水害に安全な土地利用方式及び建築方式の設定を図

ること。 

⑤洪水時の諸情報を住民へすみやかに伝える体制を強化すること。 

⑥土石流危険区域における警戒避難体制の整備を図ること。 

⑦水防体制の強化を図ること。 

（3）総合治水対策の実施に当っては、次の事項に十分留意すること。 

①関係住民の理解と協力が得られるよう極力努力すること。 

②関係する各分野との調整を図るため、関係部局、関係各省及び地方公共団体との協議体制を整備す

ること。 

（4）次の事項については、なお引き続き調査研究し、その実施を極力推進すること。 

①流域の保水、遊水機能を確保する流出抑制手法及び土砂流出抑制手法の開発とその治水上の効果の

検討。 

②治水施設整備費用の開発者負担制度及び受益者負担制度の研究。 

③水害保険など被害者救済を図るための制度の研究。 

 

 

①「総合的な治水対策の推進方策についての中間答申」（本文）
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「流域での対応を含む効果的な治水のあり方」の概要 

平成 12 年 12 月 22 日 河川審議会計画部会中間答申 

 

 

 はじめに 

・ これまでの治水対策は、雨水を川に集めて、早く安全に流すことが基本。 

・ しかし、都市化の進展に伴う流出量の増大、近年頻発する集中豪雨による危険性の拡大などにより、

通常の河川改修による対応では限界。 

・ 効果的な洪水対策を推進のため従来の河川改修と合わせて、流域における対策が重要。 

・ 今後全ての河川で流域対策を検討することを基本。 

 １．流域の特性と課題 

・  地域特性に応じて地域を区分して考えることが必要。 

      <雨水の流出域>（主に山地・丘陵など降った雨が河川に流出する地域） 

・ 総合治水対策では既成市街地での対応の遅延や民間設置の調整池が消失。 

・ 調整池の設置は、必ずしも流域全体を考慮した対応となっていない。 

      <洪水の氾濫域>（河川沿いの低平地のうち都市水害の防御域を除く地域） 

・ 連続堤方式とした場合、農地や宅地の大半が堤防敷地として失われてしまう場合がある。 

・ 河川の流下能力を遙かに超える洪水に対応して、どのように地域を水害から守るかが課題。 

      <都市水害の防御域>（河川沿いの低平地のうち市街化の進展した地域） 

・ 都市水害の防御域では、内水被害の発生、浸水時の安全な避難場所、住民に対する適切な情報提供

等、様々の課題が発生。  

 

 ２．流域対策の基本的考え方 

・ 連続堤では地域の基盤が失われてしまうなど、必ずしも地域にとって好ましくない場合があり、地

域の視点を重視して、地域にとって望ましい洪水対策を検討することが必要。 

・ 流域と河川の適正な役割分担 

・ 河川の特性に応じた適切な流域対策の選択 

 

 ３．流域対策 

（１）雨水の流出域での対策 

(1) 貯留施設等の機能の担保 

・ 公的組織への移管や河川管理施設としての位置付け等による貯留施設等の機能の担保 

(2) 貯留施設等の適正な設置・運用 

・ 貯留施設の放流方式の変更や下流域全体への影響を含めた調整池の設置など貯留施設等の適正な

設置・運用 

 

（２）洪水の氾濫域での対策 

(1) 洪水氾濫形態別の対策 

イ）拡散型氾濫域での対策 

・ 氾濫の被害が広範囲に及ぶため、連続堤方式等の河川整備を行うことが基本。 

・ 霞堤の機能を担保するため、建築物の立地等について土地利用方策が必要。 

・ 二線堤等は有効な手法であるため、整備手法等について検討を進めるべき。 

ロ）非拡散型氾濫域での対策 

・ 連続堤方式では宅地や農地の大半が堤防敷地として失われてしまう場合、安全度を高くする必要の

ある地域と安全度が変わらない地域に区分することが必要。 

・ 安全度を高くする必要がある地域においては、連続堤方式に代えて輪中堤や宅地嵩上げ等の対策を

行うことが必要。 

・ 安全度が変わらない地域での建築物の立地のあり方等について検討が必要。 

(2)連続堤以外の方式による人家の立地がない氾濫域での土地利用方策 

・ 河川としての機能を確保する場合には現行の河川区域の指定が考えられる。  

・ 河川としての機能を求められない場合には、情報提供により適正な土地利用を誘導が必要であり、

新規に立地する建築物は具体的制度について検討が必要。 

(3) 極めて大きな実績洪水が発生した河川での対策 

・ 実績洪水に対して被害を最小化するため、融資や助成制度の活用により建築物の移転や耐水化する

とともに、建築物を新築する場合の制限について検討を行うことが必要。 

 

（３）都市水害の防御域での対策 

(1)河川事業と下水道事業の連携強化 

・ 河川と下水道の適切な安全度バランスの設定など計画段階での調整を図るべき。 

・ 事業実施の各段階において河川と下水道が調整を図ることが必要。 

・ 排水ポンプの適切な運転調整を図るため地域住民の理解を得るため十分な説明を行い、安全度バラ

ンスを考慮した適切な操作規則を作成することが重要。 

(2) 都市水害の防御域内の施設の耐水化の推進 

・ ライフラインについて耐水化を進めるため、河川管理者、下水道管理者から浸水危険区域などの情

報提供が重要。 

・ 地下空間管理者の対応を進めるため、浸水の危険性に関する情報を事前に河川管理者、下水道管理

者、市町村からの事前の情報提供が必要。 

・ 洪水時の情報伝達体制の整備が必要。 

(3) 安全度の向上に資するソフト対策の推進 

・ 事前情報の周知として河川管理者が必要な情報を市町村や住民に提供するとともに、市町村はハザ

ードマップ等を作成公表し、住民への周知を推進。 

・ 光ファイバー網や浸水センサー等の情報収集・伝達体制を整備することが必要。 

・ 河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体は、災害時の情報の共有化を図るとともに、住民への

迅速な情報提供の推進に努めるべき。 

②「流域での対応を含む効果的な治水のあり方」H12.12 の概要
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 ４．具体的方策の提案 

（１）河川事業による輪中堤や宅地嵩上げの実施 

（２）洪水の氾濫域における土地利用方策 

○ 現行の河川区域に比べて緩やかな規制を設定する新たな概念の河川区域に関する制度について、検

討を進めるべき。 

○  以下の制度を参考として、土地利用の規制や移転の促進等を図る方策について、その実行性を含

め検討を進めるべき。 

・ 建築基準法に基づき、建築物の建築を制限することができる制度 

・ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、開発行為の制限や移

転勧告等を行うことができる制度 

（３）河川と下水道が連携した総合的な都市水害防御計画の策定 

・ 都市水害の防御域において、計画・事業・運用の各段階において適切な安全度バランスを確保する

ため、河川と下水道とが連携して総合的な都市水害防御計画を策定すべき。 

（４）水害に強い地域づくりのための情報提供 

・ 河川管理者と下水道管理者が浸水実績図等を作成、市町村がこれを基にハザードマップ等を作成し、

情報を地域住民や土地利用計画部局に対して広く適切に提供すべき。 

・ この場合、中小河川の洪水や内水も考慮したハザードマップの実用化に向けた検討を行うべき。 

 

 ５．地域の理解と協力 

・ 河川整備計画の策定手続きにおいて、地域住民の意見を反映していくことを基本とすべき。 

・ 連続堤以外の方式を選択する可能性のある場合には、地域の意見を反映する手続きを経た上で、対

策の実施場所等の対策の選択等を決定することが必要。 

・ この場合、河川整備計画の原案作成段階において、地方公共団体の首長をはじめとした事前の十分

な調整を進めるべき。 

・ 排水ポンプの操作規則などについても、同様に地域の理解と協力を得ることが必要。 

 

 ６．今後検討すべき課題 

○ 河川と下水道の計画論の整合のための技術的な検討 

○ 河川及び下水道のみならず、多様な主体が参加する総合的な洪水対策等の検討 

○ 貯留施設等の設置・運用についての総合的な基準の検討 

○ 貯留施設等の機能担保方策のさらなる具体化 

○ 洪水の氾濫域での対策における区域の設定や対策手法についての技術的な検討 

○ 治水の観点からの土地利用の誘導方策などの検討 

○ 洪水対策に加え、平常時の水質の改善や健全な水循環などを含めた総合的な流域対策の検討 

○ 情報の収集・伝達・共有の高度化 

 

 
 

 
 

②「流域での対応を含む効果的な治水のあり方」H12.12 の概要
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③「総合的な豪雨災害対策の推進について」H17.4 の概要
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③「総合的な豪雨災害対策の推進について」H17.4 の概要
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1.2 総合治水対策における計画策定の考え方 
・ 総合治水対策では、流域に降った雨から想定される流量を、「流域分担」と「河川分担」に分け治水計

画が策定される。 

・ 例えば、鶴見川の基本方針（平成 17 年 5 月策定）では、総合治水対策特定河川では、2,860m3/s のう

ち、260m3/s を流域対策により処理し、基本高水を 2,600m3/s としている。 

 
 
 

 

 

 

○○水系総合治水対策計画 
 

○○水系における治水対策では、従来の河川対策に加え、流域対策等による総合的な治水対

策を講じることにより、治水安全度の向上を図る。 

流域において、ため池改修、水田貯留、各戸貯留、学校貯留等の流域対策を実施し、基本高

水のピーク流量を 1,000m3/s とする。このうち、流域内の洪水調節施設等により、200m3/s を

調節し、河道の分担流量（計画高水流量）を 800m3/s とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.2 ○○水系における流域分担と河川分担（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

総合的な治水対策の計画イメージ 

基本高水流量

（1,000m3/s） 

計画高水流量 

(800m3/s) 

ダ ム 80m3/s 

流域対策 

ため池改修、水田貯留 

公園貯留、学校貯留など 

遊水地 50m3/s 

放水路 70m3/s 

 

 

 

 

河 道 800m3/s 

 

 

 
 

鶴見川水系河川整備基本方針（平成 17 年 5 月策定）
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1.3 総合治水対策の事例 
・ 総合治水対策は、「河川対策」、「流域対策」、「ソフト対策（被害低減対策）」に大きく分けられるが、

そのメニューは非常に多い（図－1.4、巻末資料参照）。 

 
 
 
 

　 　

　 　

河川改修 分水路・放水路 　

ダム 内水対策 　

遊水地 河川遊水地 など

緑地保全 多目的遊水地 　

学校貯留 棟間貯留 　

各戸貯留 防災調整池（開発遊水池）

ピロティ建築 地下調整池 　

透水性鋪装

水田貯留

ため池改修

など

予警報システムの確立 　

浸水予想図・ハザードマップの作成 　

総合的な治水の住民へのPR など

 

図-1.3 総合的な治水対策の体系と対策例 

 

 

 緑地保全 

森や林には天然

の保水機能があ

り、緑地を保全す

ることにより保

水効果を向上さ

せる。 

 多目的遊水地 

降雨を一時的に

貯留する施設。通

常時はグランド

や公園など、多目

的に利用する。 

 学校貯留 

学校のグラウン

ドなどを利用し、

降雨を一時的に

貯留する。 

 棟間貯留 

住宅の棟間のス

ペースを利用し

て、降雨を貯留す

る。 

 各戸貯留 

集合住宅や個人

住宅に雨水を貯

留できる施設を

設置。 

 防災調整池 

新規開発する地

区では、降雨を一

時的に貯留する

調整池を設置す

る。 

 ピロティ建築 

2 階以上を住居に

するなどし、洪水

時の被害軽減を

目指す。 

 地下調整池 

河道の拡幅が難

しい河川では、道

路下などの地下

に貯留施設を設

置。 

 透水性舗装 

透水性が優れた

舗装を実施し、歩

道や駐車場にお

いて降雨を地中

に直接浸透させ

る。 

 ため池改修 

 

ため池の貯水能

力を増加させる。

 水田貯留 

水田等を用いて

雨水を貯留する。 

  

図-1.4 流域対策の例 

河川管理者 

流域自治体 

河川管理者 

流域自治体 
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2.  総合的な治水対策検討例（森林・農地・ため池） 
2.1 森林の治水効果について 
2.1.1 参考とする資料 
森林の治水効果検討例を紹介する。 

 

文献① 
「地球環境･人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について（答申）」

平成 13 年 11 月 

執筆者 日本学術会議 

内 容 

・ 農業･森林の生産･管理活動がもつ食料・木材供給等の生産以外の機能、すなわち国

土･自然環境保全、安らぎ空間の提供といった、いわゆる多面的な機能に関して、国

内及び国際社会において正しい理解と社会的認知を得ることを目的とした答申。 

・ また、定量的評価を含めた手法や今後の調査研究の展開方向のあり方について、幅

広い見地から総合的に検討している。 
 

 

文献② 「「緑のダム」が整備されればダムは不要か」 

執筆者 国交省 HP 

内 容 
・ 「緑のダム」についての国交省の見解を公表している。 

・ 必要な治水効果の確保は、森林整備のみでは困難であるとしている。 
 

 

文献③ 
「森林と水 －主要な研究結果からー」 

平成 8 年 8 月 

執筆者 

森林と水研究会 

森林総合研究所森林環境部水土保全科長 真島征夫 

水流出管理研究室長 藤枝基久 

水資源保全研究室長 志水俊夫 

立地環境科長 堀田 庸 

林野庁治山課水源地治山対策室長 本山芳裕 

研究普及課研究企画官 松浦純生   

内 容 
・ 森林と水に関する研究成果を設問方式でとりまとめている。 

・ 過去及び現在直面している問題で、社会的関心が高いとされる事項を抽出している。
 

 

文献④ 
「緑のダム 森林・河川・水循環・防災」 

平成 16 年 12 月 

執筆者 蔵治光一郎・保屋野初子 編著 

内 容 
・ 「緑のダム」に関する最新情報をすべて盛り込んでいる。 

・ 各執筆者は各自の責任で自説を主張しており、相反する主張も存在している。 

2.1.2 森林の治水効果、森林対策のまとめ 
収集した資料に基づき、森林の治水効果と森林対策について簡単にまとめておく。 

 

① 無林地（裸地）に比べ、森林には洪水緩和機能がある。 

② 大規模な洪水では、流域が飽和状態になるので、ピーク流量の低減は大きく期待できな

い。 

③ 森林対策の洪水への効果は、タンクモデルや分布型モデル等により検討がされている。

④ 森林の質の変化がピーク流量に与える影響を把握するのは、現在の科学レベルでは困難

である。 

⑤ 実測流量をベースにした治水計画は森林の効果を考慮しているが、将来の森林の変化ま

では考慮できていない場合が多い。 

⑥ わが国での森林対策は、植樹でなく森林整備が現実的である。 

⑦ 荒廃した人工林では、森林の保水効果が低下している。 

⑧ 針葉樹の人工林と広葉樹の森林で、保水効果に差があるかは早計に判断はできない。 

⑨ 林野庁等の補助金や森林環境税等が存在するが、過疎化・高齢化問題や林業従事者不足

により間伐が進んでいない現実もある。 

⑩ 現在までの調査では、森林対策の効果量を前提とした治水計画はない。 

 

次頁以降、参考とした文献を整理しておく。 
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文献① 日本学術会議答申 平成13年11月（抜粋）
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文献① 日本学術会議答申 平成13年11月（抜粋）
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文献②「緑のダムについて」（国交省 HP）
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文献②「緑のダムについて」（国交省 HP）
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表-2.1  森林の治水効果（文献②「緑のダム」の目次構成と内容） 

題 目 著者 概 要 

「緑のダム」の科学 

「緑のダム」研究はどこまで進んだか
鈴木 雅一 

森林効果の歴史的な研究経緯と今後の定量的評

価構図の提案 

森林の荒廃は洪水や河川環境にどう

影響しているか 
恩田 祐一 

森林荒廃の影響を人工降雨実験等により評価 

森が水をためる仕組み－「緑のダム」

の科学的評価の試み 
小杉 賢一郎 

貯水タンクにより緑のダムの評価を実施。樹種

による変化も検討。 

世界の「緑のダム」研究事情 
蔵治 光一郎 

世界各地における緑のダムの機能評価の紹介。

流域全体から「緑のダム」の治水効果

を見る 
宝 馨 

姉川流域を対象に分布型モデルによる緑のダム

の評価を実施。 

「緑のダム」機能をどう評価するか 
中根 周歩 

吉野川流域を対象に、タンクモデルにより緑の

ダムの評価を実施。 

「緑のダム」議論は何が問題か－土木

工学の視点から 
吉谷 純一 

水文学の視点から、緑のダム検討の問題点を指

摘。 

森林の機能論としての「緑のダム」論

争 
蔵治 光一郎 

緑のダム論争の概要整理 

「緑のダム」への期待と議論 

なぜ住民は「緑のダム」に共感するの

か 
姫野 雅義 

吉野川流域における住民の緑のダム評価につい

て 

森林水文学から見た川辺川ダム問題 
蔵治 光一郎 

川辺川ダム問題についての森林水文学の立場か

らの見解 

脱ダムから「緑のダム」整備へ－森林

と水プロジェクト活動から 
加藤 英朗 

長野県における脱ダムから森林整備への検討経

緯等。 

「緑のダム」で地域と水を再生する－

高知県梼原町の事例と森林環境税 
依光 良三 

高知県における森林整備の事例、森林環境税導

入の経緯。 

「緑のダム」と政策、これまでとこれ

から 
保屋野 初子 

現状を踏まえ、緑のダムの政策化の課題を整理。

 

 

 

参考とする文献の目次（③と④） 

□は、本資料に掲載したもの 

文献④：「緑のダム」 文献③：「森林と水」 
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「森林と水 ‒主要な研究結果から-」 
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「森林と水 ‒主要な研究結果から-」 
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「森林と水 ‒主要な研究結果から-」 
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「森林と水 ‒主要な研究結果から-」 
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「森林と水 ‒主要な研究結果から-」 
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2.2 農地・ため池による治水対策 
・ ため池を貯留施設として用いるには、「掘削」、「嵩上げ」、「容量買い取り」等の方策が考えられ、例え

ば大和川では、ため池の治水利用が実施されている。 

・ 水田を貯留施設として用いるには、「調整板の設置」や「畦畔の嵩上げ」等が考えられ、例えば新潟県

笛吹川では、水田貯留対策が試行されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.1 ため池の容量確保のイメージ 

 

 

 

 

図-2.2 水田の容量確保のイメージ（畦畔嵩上げ） 

 

 

○○m 

○○m 

新たな貯留量 

畦畔嵩上げ 

大和川総合治水パンフレット 

掘削による新規容量 
利水容量の買い取り 

嵩上げによる新規容量 

嵩 
上 
げ 
高 

(ため池の掘削を行う場合) (ため池の嵩上げを行う場合) (ため池の利水容量を買い取る場合) 

ため池改修 
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「農村の地域資源を巡る論点の整理の参考資料、H15.12」 農水省 HP
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淀川水系流域委員会 第 42 回委員会 (H17.7.21) 審議資料 1-6-4 
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淀川水系流域委員会 第 42 回委員会 (H17.7.21) 審議資料 1-6-4 
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3.  武庫川流域の現状 
3.1 土地利用の変遷と流域内の貯留施設 
・ 武庫川流域の現状のうち、流域対策に関連する項目について整理。 

・ 流域内の市街地は、1921 年（大正 10 年）当時 0.8％程度であったものが 1993 年（平成 5年）では 12.2％

程度になっている（図－3.1、3.2 参照）。 

・ 武庫川流域内に存在するため池は、平成 8年現在 1,217 存在する。 

 

 

表-3.1 武庫川流域内の施設数 

 施設数＊ 抽出時に使用した資料名 

ため池 1,217 ため池防災データベース（平成８年度兵庫県農林水産局農地整備

課調整） 

＊：1/2,500 都市計画図で位置がわかっており、流域内に位置している施設を対象 

 

 

 

その他

市街地
田畑

森林
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め
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割
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図-3.1 土地利用の変遷 

 

 

1921 年  

 

1950 年 

 
1975 年 

 

1993 年 

 
   

図-3.2 流域土地利用の状況 
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図-3.3 治水計画で用いている流域土地利用 

表-3.2 分割流域毎の土地利用（km2） 
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流域毎のため池箇所数

169

188

164 161

51
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222
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11 9 6 12

55

15
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0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

流域NO.

総
貯
留
量
（
万
m
3
)

合計1,217箇所

合計4,126千m2

合計1,047万m3

 

図-3.4 流域分割（大流域）とため池分布の関係  

図-3.5 治水計画での流域分割（大流域） 
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3.2 森林の状況 
・ 武庫川流域内の保安林は平成 15 年現在、6,359ha 程度である（表-3.3 参照）。 

・ 武庫川流域内の森林 28,765（ha）のうち、人工林は 3,359（ha）、天然林は 24,682（ha）、その他は 765

（ha）となっている（表-3.4 参照）。 

・ 武庫川流域過去 40 年間（S37～H14）において、民有林は 92,043（ha）から 79,214（ha）に減少して

いる。国有林は大きく変化していない（表-3.5 参照）。 

 

表-3.3 武庫川流域内の保安林の状況 

 

 
図-3.6 武庫川流域の保安林 
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表-3.4 武庫川流域内の森林の状況 

 

 

 

図-3.7 武庫川流域の森林の状況 
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表-3.5 武庫川流域内の森林変遷 

 

 
図-3.8 武庫川流域の国有林 
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3.3 兵庫県における森林対策の現状 
・ 兵庫県では、「森川海の再生」に向け、「森林整備への公的関与の充実」「県民総参加の森づくりの推進」

を基本方針に、従来の保全から一歩踏み込んで、森の回復と再生をめざし、県民みんなの参画と協働

を基本とした多彩な取り組みを展開している。 

・ 「公的関与による森林整備」では、平成 14～23 年の 10 年間で 87,500ha の環境対策育林事業等を実施

している。 

・ 「県民総参加の森づくり」では、森への理解と関心を深める啓発活動に加え、森林ボランティアを

10,000 人程度まで増加させることを目標としている。 

 

 

図-3.9 ひょうごの森川海の再生パンフレット（1） 

 

 

 
図-3.10 ひょうごの森川海の再生パンフレット（2） 
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兵庫県 豊かな森づくり室 HP より 
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兵庫県 豊かな森づくり室 HP より 



    35 －巻末資料－ 

 

  

 

 

 

都市部の課題と総合治水対策（国交省 HP） 



    36 －巻末資料－ 

 

 

 

鶴見川総合治水パンフレット 



    37 －巻末資料－ 

 

鶴見川総合治水パンフレット 



    38 －巻末資料－ 

 

鶴見川総合治水パンフレット 



    39 －巻末資料－ 

 

 

鶴見川総合治水パンフレット 



    40 －巻末資料－ 

 

大和川総合治水パンフレット 



    41 －巻末資料－ 

 

大和川総合治水パンフレット 



    42 －巻末資料－ 

 

大和川総合治水パンフレット 



    43 －巻末資料－ 

 

大和川総合治水パンフレット 



    44 －巻末資料－ 

 

大和川総合治水パンフレット 



    45 －巻末資料－ 

 

 

大和川総合治水パンフレット 



    46 －巻末資料－ 

 

総合治水対策事例（国交省 HP） 



    47 －巻末資料－ 

総合治水対策事例（国交省 HP） 
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総合治水対策事例（国交省 HP） 



    49 －巻末資料－ 

  

「宝塚市水のマスタープラン」H15.2 策定 



    50 －巻末資料－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「宝塚市水のマスタープラン」H15.2 策定 


